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事業報告 

 

自 2023(令和 5)年 4 月 01 日 

至 2024(令和 6)年 3 月 31 日 

 

1.株式会社の現況に関する事項 

 

(1)事業の経過及び成果 

   2023(令和 5)年の国内経済は、5 月に新型コロナウイルス感染症(以下｢新型コ

ロナ｣)の法的位置づけが 5 類に移行されたことに加え、年間を通して物価高の傾

向はみられたものの多くの企業で賃上げが実施されたことにも後押しされ、消費

マインドや旅行需要が高まり個人消費は活発化し、また企業動向においても設備

投資が活発化し、堅調な動きがみられました。一方、2022(令和 4)年から継続し

てロシア･ウクライナ問題などの不安定な世界情勢を受けたエネルギー価格の高

騰や穀物価格の高騰、日米欧の金融政策の違いによる金利差拡大を背景とする円

安の進行など懸念材料もみられました。 

 

   県内経済は、新型コロナの影響が大幅に和らいだことで、消費マインドの高ま

りが顕著となり回復の動きがみられ、秋以降は緩やかに拡大する動きとなりまし

た。 

   なかでも観光関連においては、国内旅行需要の高まりに加え、那覇発着の航空

便が本格的に再開したことで外国客も増加したことから、県内入域観光客数は前

年度実績を大きく上回る結果となりました。 

 

   このような状況の中、新石垣空港における当事業年度の乗降客数は、国内線は

前期実績約 2,421 千人を 7.8%上回る 2,609 千人となり、過去最高となりました。

一方、国際線は 2020(令和 2)年度から継続して定期便運航は再開されていないも

のの、チャーター便が運航されたことにより、前期実績 448 人を 203.1%上回る

1,358 人となりました。 

 

当事業年度における当社の営業成績は、売上高は前年同期比 4.1％増の 985,380

千円、売上原価は前年同期比 3.1％増の 617,904 千円、販売費及び一般管理費は

前年同期比 5.4％増の 111,444 千円、経常利益は前年同期比 9.4％増の 239,164 千
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円となり、法人税等の税引き後当期純利益は前年同期比 20.2％増の 198,579 千円

となりました。 

 

(2)設備投資等の状況 

  ①国際線共用チェックインシステム整備費用                  20,151 千円 

  ②貨物航空会社棟一部空調機更新費用                               3,787 千円 

 

  (注)当事業年度末において進行中の設備投資(建設仮勘定残高) 

  国内線旅客施設南側チェックインロビー拡張整備費用 

(2024(令和 6)年度中完了予定)                                     3,806 千円 

 

(3)資金調達の状況 

   該当事項はありません。 

 

(4)財産及び損益の状況 

区分 第 13 期 第 14 期 第 15 期 
第 16 期 

(当事業年度) 

売上高 734,831 千円 788,064 千円 946,296 千円 985,380 千円 

当期純利益 45,206 千円 59,222 千円 165,254 千円 198,579 千円 

1 株あたり 

当期純利益 
1,345 円 1,762 円 4,918 円 5,910 円 

総資産 5,277,737 千円 9,806,097 千円 4,511,451 千円 4,531,124 千円 

純資産 2,358,634 千円 2,417,856 千円 2,583,111 千円 2,781,690 千円 

(注)1 株当たり当期純利益は期中平均株式数に基づき算出しております。 

 

(5)対処すべき課題 

2024(令和 6)年度の国内経済は、引き続き不安定な世界情勢や物価高騰、慢性

的な人手不足などの懸念材料はあるものの、レジャー需要やインバウンド需要な

どの底堅い個人消費や旺盛な設備投資意欲に支えられ、さらに回復の動きが強ま

るものと予想されています。 

 

県内経済は、物価高の影響により不透明感は残るものの、消費マインドは底堅

い推移が 込まれることに加え、沖縄観光の回復に伴い、 間 事に再開の動き
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が強まると見込まれることから、段階的に拡大の動きが強まるものと予想されて

います。入域観光客数は、国内客は引き続き高い旅行需要が想定され、2024(令和

6)年度も好調に推移することが見込まれます。外国客についても那覇空港発着便

が本格的に再開したことでさらに増加するものと予想されています。 

 

このような経済基調の中、開港 12 年目を迎える当社としては、日々の変化す

る航空需要に注視しつつ、サービスの質の維持･向上と経営基盤の一層の強化を

図るべく、以下の主要課題に取り組んで参ります。 

 

  ①国内線旅客施設の拡張整備検討について 

    「石垣空港国内線ターミナル拡張検討基本計画(2022 年 4 月策定)」をベース

とした拡張整備事業の着手に向け、引き続き石垣市等と密接に連携しながら財

源確保策についての調整を進めます。 

 

   ②国際線定期便の再開について 

    関係機関と連携し注力してきました国際線の受け入れ体制の構築において

は、一定の成果が見えてきており、前期は 2 往復のみのチャーター便運航でし

たが、当事業年度は 5 往復(全て石垣-台湾線)の運航実績となりました。2024(令

和 6)年度も継続して関係機関と連携を図りながら、本格的な国際線の再開を

目指し、定期便受け入れに向け取り組んで参ります。 

 

(6)従業員の状況(2024(令和 6)年 3 月 31 日現在) 

従業員数 前期末比増減 

8 名 1 名増 

 (注)正社員 8 名 

 

(7)借入先及び借入額(2024(令和 6)年 3 月 31 日現在) 

借入先 借入金残高 借入先が有する当社の株式数 

沖縄振興開発金融公庫 1,145,616 千円 10,600 株 

沖縄県(ふるさと融資) 251,054 千円 8,400 株 
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2.株式に関する事項(2024(令和 6)年 3 月 31 日現在) 

 

(1)発行可能株式総数  40,000 株 

 

(2)発行済株式の総数  33,600 株 

 

(3)株主数 17 名 

 

(4)株主の状況 

 株 主 名 持 株 数 出資比率 

1 沖縄振興開発金融公庫 10,600 株 31.55% 

2 沖縄県 8,400 株 25.00% 

3 石垣市 5,200 株 15.48% 

4 日本トランスオーシャン航空株式会社 1,400 株 4.17% 

5 ANA ホールディングス株式会社 1,400 株 4.17% 

6 那覇空港ビルディング株式会社 800 株 2.38% 

7 沖縄電力株式会社 700 株 2.08% 

8 株式会社琉球銀行 700 株 2.08% 

9 株式会社沖縄銀行 700 株 2.08% 

10 株式会社沖縄海邦銀行 700 株 2.08% 

11 オリオンビール株式会社 700 株 2.08% 

12 沖縄セルラー電話株式会社 700 株 2.08% 

13 竹富町 600 株 1.78% 

14 大同火災海上保険株式会社 400 株 1.19% 

15 石垣市商工会 200 株 0.60% 

16 一般社団法人石垣市観光交流協会 200 株 0.60% 

17 与那国町 200 株 0.60% 

 合計 33,600 株 100.00% 
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3.会社役員に関する事項 

 

(1)取締役及び監査役の氏名等(2024(令和 6)年 3 月 31 日現在) 

地位 氏名 担当または他の法人等の代表状況 

代表取締役社  大濵 達也  垣市商 会  

代表取締役専務 池田 克紀  

取締役 前村 司 沖縄振興開発金融公庫融資第 部  

取締役 前川 智宏 沖縄県  建築部  

取締役 中山 義隆  垣市  

取締役 前谷 哲郎 ANA あきんど(株)顧問 

取締役 根間 要 日本ﾄﾗﾝｽｵｰｼｬﾝ航空(株)執行役員 

取締役 仲里 求 那覇空港ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ(株)取締役事業部  

取締役  島 一博 (一社)石垣市観光交流協会副会  

常勤監査役 安里 高志  

 (注)1 取締役 前村 司･前川 智宏･前谷 哲郎･根間 要･仲里 求･ 島 一博

の各氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。 

     2 常勤監査役 安里 高志氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役で

す。 

 

(2)役員の異動 

  ①取締役 喜納 健氏は、第 15 期定時株主総会終結の時をもって辞任いたしまし

た。 

  ②第 15 期定時株主総会において、新任として前村 司、前川 智宏、根間 要

の各氏が選任され就任いたしました。 

    

(3)役員の報酬等の総額 

 支給人数 報酬等の総額 

取 締 役 3 名 9,734 千円 

社外取締役 5 名 480 千円 

監 査 役 1 名 6,852 千円 

合 計 9 名 17,066 千円 
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(4)役員の報酬等の算出方法 

   取締役及び監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける

財産上の利益は株主総会の決議によって定めております。 

 

4.会計監査人に関する事項 

 

(1)会計監査人の氏名または名称 

  公認会計士 田里 友治 

  公認会計士 賀数 紀之 

  公認会計士 仲程 優 

  (注)公認会計士 田里 友治氏は、第 15 期定時株主総会終結の時をもって辞任

いたしました。 

 

(2)会計監査人の報酬等に監査役が同意した理由 

   当社の監査役は、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積の算出根拠

等を検討した結果、会計監査人の報酬等について、会社法第 399 条第 1 項の同意

を行っております。 

 

(3)会計監査人が業務停止を受け、その停止期間を経過しない者であるときの、その

処分に係る事項 

   該当事項はありません。 

 

(4)会計監査人が過去 2 年間に業務停止を受けたものである場合における当該処分

に係る事項のうち、会社が事業報告の内容とすることが適切であるものと判断し

た事項 

   該当事項はありません。 

 

5.業務の適正を確保するための体制(内部統制システム) 

 

(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制 

  ①取締役及び使用人は、法令･定款及び社会規範の遵守を常に心がけ、以下の行

動指針に従って職務の執行にあたる。 
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   ・地域と共に繁栄する会社になること 

   ・地域から信頼される会社になること 

   ・空港ターミナルビルを利用するお客様に信頼･支持される施設･商品･サービ

スを提供すること 

   ・社内コミュニケーションの醸成に努め、会社の使命を共有化すること 

  ②意思決定及び職務執行に係る諸規程を定め、相互牽制が機能する体制を構築す

る。 

  ③監査役を設置し、取締役の職務執行について法令等に基づき監査する。 

  ④使用人に対し、適宜コンプライアンスに関する研修を実施する。 

 

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

  ①株主総会議事録、取締役会議事録等の法令文書のほか、重要な職務執行に係る

文書及び情報を、法令及び社内関係諸規程の定めに従い、適切に記録･保存･管

理する。 

  ②前項の文書及び情報は、必要に応じて取締役、監査役、会計監査人等が閲覧可

能な状況で管理する。 

  ③法令等に定める開示事項は、適時適切な開示に努める。 

 

(3)損失の危機の管理に関する規程その他の体制 

  ①取締役会は企業の継続性確保のためリスク管理体制の構築及び推進を行い、リ

スクの把握と予防及び改善に努める。 

  ②管理職は、自部門の管理体制を適宜整備･改善するとともに、必要に応じてそ

の状況を取締役会及び監査役へ報告する。 

 

(4)取締役の職務遂行が効率的に行われることを確保するための体制 

  ①｢経営の意思決定及び監督機能｣と｢業務執行機能｣を分離し、取締役会は、｢経

営の意思決定及び監督機能｣を担い、役付取締役は重要業務に係る｢業務執行機

能｣を担う。 

  ②取締役会は、３ヶ月に 1 回の定例取締役会、また必要に応じ臨時取締役会を開

催し、経営事項の審議及び決定を行うとともに、各取締役の職務の執行を監督

する。 

  ③役付取締役は、取締役会に業務執行状況を報告するとともに、当該業務執行に

関する他の取締役の意見を聴取する。 
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  ④役付取締役は、取締役会付議事項の審議決定を行い、取締役会が決議した事項

並びにその他業務の執行について、社内規程に基づき使用人に指示命令を行う。 

  ⑤業務執行を担当する取締役の職務執行の効率化を図るため、合理的な職務分掌

を定める。 

 

(5)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関

する事項 

  ①監査役は、取締役会、社内定例会議等の重要な会議に出席し、取締役及び使用

人から重要事項の報告を受ける。 

  ②役付取締役及び使用人は、監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行

うとともに、次のような緊急事態が発生した場合には、遅滞なく報告する。な

お、報告を行った使用人への不利益な取り扱いを行わない。 

   ･当社の経営上に重大な影響を及ぼすおそれのある法律上または財務上に係る

諸問題 

    ･その他当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事象 

 

(6)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

  ①監査役は、役付取締役との間で適宜意見交換会を行う。 

  ②監査役は、会計監査人との間でも情報交換等の連携を図る。 

 

(7)上記基本方針の適正運用に関する取り組み 

  ①役付取締役は、使用人の業務執行状況について定例または臨時の社内会議等に

おいて報告を受け、内容を検証し、指導助言を行っております。 

  ②監査役監査等の実効性を高めるため、役付取締役及び使用人は、常に正確な情

報開示を意識して文書を管理し、適宜の報告に努めております。 

  ③意思決定または業務執行における取締役会及び役付取締役の権限の妥当性を

検証するため、重要な会議には監査役の出席を要請しております。 
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石垣空港ターミナル株式会社 (単位：　円)

科　　目 科　　目

【流動資産】 1,533,251,542 【流動負債】 553,771,650

現 金 及 び 預 金 1,395,731,192 １ 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金 274,620,000

売 掛 金 48,178,973 未 払 金 112,244,380

貯 蔵 品 5,707,286 未 払 費 用 16,120,906

前 払 費 用 1,416,789 未 払 法 人 税 等 57,423,800

立 替 金 159,904 未 払 消 費 税 等 60,078,000

未 収 金 82,057,398 預 り 金 803,943

前 受 金 18,896,156

賞 与 引 当 金 3,373,050

圧 縮 未 決 算 特 別 勘 定 10,211,415

【固定資産】 2,997,872,562 【固定負債】 1,195,661,476

(有形固定資産) 2,980,396,672 長 期 借 入 金 1,122,050,000

建 物 2,794,310,225 敷 金 預 り 金 53,909,226

構 築 物 24,983,561 退 職 給 付 引 当 金 15,748,500

機 械 及 び 装 置 137,399,861 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 3,953,750

車 両 運 搬 具 619,569

工 具 、 器 具 及 び 備 品 19,277,816 負 債 合 計 1,749,433,126

建 設 仮 勘 定 3,805,640

(無形固定資産) 1,362,078 【株主資本】 2,781,690,978

ソ フ ト ウ ェ ア 1,362,078 資 本 金 1,680,000,000

(投資その他の資産) 16,113,812 利 益 剰 余 金 1,101,690,978

差 入 保 証 金 251,780 そ の 他 利 益 剰 余 金 1,101,690,978

共 同 施 設 負 担 金 3,657,781 施設機能維持積立金 371,000,000

繰 延 税 金 資 産 12,087,584 建 設 積 立 金 310,000,000

長 期 前 払 費 用 116,667 繰 越 利 益 剰 余 金 420,690,978

純 資 産 合 計 2,781,690,978

資 産 合 計 4,531,124,104 負 債 及 び 純 資 産 合 計 4,531,124,104

純 資 産 の 部

貸　借　対　照　表

2024（令和 6）年　3月31日　　現在

資 産 の 部 負 債 の 部

金　　額 金　　額
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石垣空港ターミナル株式会社 (単位：　円)

【売上高】

　　　　賃　　貸　　料　　収　　入 952,102,137

　　　　付　　帯　　事　　業　　収　　入 33,278,656

売 上 高 合 計 985,380,793

【売上原価】

不　 動　 産　 賃　 貸　 原　 価 617,904,283

合 計 617,904,283

売 上 原 価 617,904,283

367,476,510

【販売費及び一般管理費】

　　　　販売費及び一般管理費合計 111,444,868

256,031,642

【営業外収益】

受 取 利 息 14,903

受 取 手 数 料 5,369,799

雑 収 入 828,800

営 業 外 収 益 合 計 6,213,502

【営業外費用】

支 払 利 息 23,080,080

雑 損 失 1,000

営 業 外 費 用 合 計 23,081,080

239,164,064

【特別利益】

補 助 金 収 入 56,561,939

特 別 利 益 合 計 56,561,939

【特別損失】

固 定 資 産 除 却 損 644,107

特 別 勘 定 繰 入 額 10,211,415

特 別 損 失 合 計 10,855,522

284,870,481

87,568,978

△ 1,277,681

198,579,184

経 常 利 益

税 引 前 当 期 純 利 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

当 期 純 利 益

　損　益　計　算　書　

自　2023（令和 5）年4月01日
至　2024（令和 6）年3月31日

科　　　　　　目 金　　　　　　額

営 業 利 益

売 上 総 利 益

法 人 税 等 調 整 額
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(単位：　円)

【株主資本】

資 本 金 当期首残高 1,680,000,000

当期変動額 0

当期末残高 1,680,000,000

利 益 剰 余 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

施 設 機 能 維 持 積 立 金 当期首残高 281,000,000

当期変動額 積立金の積立 90,000,000

当期末残高 371,000,000

建 設 積 立 金 当期首残高 240,000,000

当期変動額 積立金の積立 70,000,000

当期末残高 310,000,000

繰 越 利 益 剰 余 金 当期首残高 382,111,794

当期変動額 積立金の積立 △ 160,000,000

当期純利益額 198,579,184

当期末残高 420,690,978

利 益 剰 余 金 合 計 当期首残高 903,111,794

当期変動額 198,579,184

当期末残高 1,101,690,978

株 主 資 本 合 計 当期首残高 2,583,111,794

当期変動額 198,579,184

当期末残高 2,781,690,978

純 資 産 合 計 当期首残高 2,583,111,794

当期変動額 198,579,184

当期末残高 2,781,690,978

株主資本等変動計算書　

至　2024（令和 6）年3月31日
自　2023（令和 5）年4月01日
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＜重要な会計方針に係る事項に関する注記＞

　1.資産の評価基準及び評価方法　　　　　　

（1）棚卸資産の評価基準及び評価方法

　2．固定資産の減価償却の方法

　有形固定資産及び無形固定資産は、定額法によっております。

　3．引当金の計上基準

　　　　（1）賞与引当金

（2）退職給付引当金

（3）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき期末要支給見込額を計上しております。

　4．収益及び費用の計上基準

　5．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

（1）消費税等の会計処理

＜貸借対照表に関する注記＞

（1）担保に供している資産及び担保に係る債務

   ①担保に供している資産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　 円

円

円

合計 円

（2）有形固定資産の減価償却累計額　　　　 円

（3）有形固定資産の圧縮記帳累計額 円

個　別　注　記　表

　従業員の退職に備えるため、内規に基づき期末要支給見込額を計上しております。

　消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

2,660,690,855

190,936,000

954,680,000

1,145,616,000

2,420,010,421

4,112,690,892

     長期借入金

 　  １年以内返済長期借入金

   ②担保に係る債務

　　 建物　　　　　　　　　　　　　　　

　約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を
認識しております。
　当社は空港施設等に係る不動産賃貸事業を主たる事業としております。
　不動産賃貸事業に係る収益は、顧客との契約に基づいて施設等を提供する履行義務を負っております。当該契約は、一定の
期間にわたり履行義務を充足する取引であり、履行義務の充足の進捗度に応じて収益を認識しております。

　従業員の賞与支給に備えるため、期末現在の従業員に対する支給対象期間の支給見込額を計上しております。

　貯蔵品・・・先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）
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＜損益計算書に関する注記＞

　1.該当事項はありません。

＜株主資本等変動計算書に関する注記＞

（１）発行済株式の種類及び総数

＜税効果会計に関する注記＞

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な要因 （単位:円）

　繰延税金資産
賞与引当金繰入額 1,008,541
未払事業税 3,714,596
未払費用否認額 156,835
貯蔵品 3,991
特別勘定繰入額 3,053,213
減価償却超過額 20
繰延資産償却超過額 7,304
一括償却資産損金算入限度超過額 1,305,325
退職給付費用 4,708,801
役員退職慰労引当金 1,182,171
【繰延税金資産合計】 15,140,797

　繰延税金負債
未収補助金 3,053,213
【繰延税金負債合計】 3,053,213
【繰延税金資産(負債)の純額】 12,087,584

＜金融商品に関する注記＞

　１．金融商品の状況に関する事項

　２．金融商品の時価等に関する事項

（単位:円）

（注） 金融商品の時価の算定方法

資産について
（1）現金及び預金、（2）売掛金

　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

負債について
（1）長期借入金

-

　負債
　（1）長期借入金
(１年以内返済長期借入金を含む)

1,432,090,270 35,420,270

48,178,973

1,396,670,000

　（2）売掛金 48,178,973

　　長期借入金の時価については、元金利の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方
法によっております。

-

貸借対照表計上額

1,395,731,192

時価 差額

　資産
　（1）現金及び預金 1,395,731,192

減少 当事業年度末株式の種類 前事業年度末 増加

　2024（令和6）年3月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。

　当社は事業計画に照らして、必要な資金運用については、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。また、
余剰資金の運用は安全性及び随時換金性を重視した運用に限定しています。なお、当社はデリバティブ取引について実績はご
ざいません。

普通株式 33,600株 - - 33,600株
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＜賃貸等不動産に関する注記＞

（1）賃貸等不動産の状況に関する事項

　　当社は、石垣空港ターミナルビルの一部について、賃貸しております。

（2）賃貸等不動産の時価に関する事項 （単位:円）

（注1）上記事項は、賃貸等不動産として使用される部分を含めたターミナルビル全体の建物として表示しております。

（注2）貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額です。

（注3）当期末の時価は、貸借対照表計上額を時価としております。

＜関連当事者との取引に関する注記＞ （単位:円）

種類
関連当事者

との関係
取引の内容 取引金額 科目 期末残高

1年以内返済
長期借入金 190,936,000

長期借入金 954,680,000

利息の支払 22,628,595 未払費用 4,993,630

1年以内返済
長期借入金 83,684,000

長期借入金 167,370,000

賃借料 土地代 4,891,060 ― ―

補助金
補助金の
受け入れ

(受入体制支援)
250,000 ― ―

主要株主 補助金
補助金の
受け入れ

(国際線運営費)
38,900,524 未収金 38,900,524

＜1株当たり情報に関する注記＞

1株当たり純資産額 円42銭
1株当たり当期純利益 円9銭

＜重要な後発事象に関する注記＞
 該当事項はありません。

＜その他の注記＞
（1）資産除去債務に関する注記

貸借対照表計上額

2,794,310,225

時価

2,794,310,225

　当社は、沖縄県空港の設置及び管理に関する条例及び沖縄県指令土220号（2023（令和5）年3月2日）に基づき、当石垣空港
ビル敷地の原状回復に係る債務を有しておりますが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、将来当空港ビル
を移転する計画もないことから、資産除去債務を合理的に見積もることが出来ないため、当該債務に見合う資産除去債務を計上
しておりません。

資金の返済 83,684,000

主要株主 沖縄県

石垣市

82,788
5,910

被所有
直接　25.00％
間接　00.00％

被所有
直接　15.48％
間接　00.00％

借入

資金の返済

沖縄振興開発金融公庫
被所有

直接　31.55％
間接　00.00％

議決権等の所有
（被所有）割合

会社等の名称

190,936,000
主要株主 借入
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独立監査人の監査報告書 
令和６年５月２４日  

石垣空港ターミナル株式会社  

取締役会 御中  

賀数会計事務所 

沖縄県豊見城市 

公認会計士 賀数 紀之  

仲程公認会計士事務所 

沖縄県沖縄市 

公認会計士 仲程 優  

 

監査意見 

私たちは、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、石垣空港ターミナル株式会社の令和５年４月１日か

ら令和６年３月３１日までの第１６期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等

変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。 

私たちは、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当

該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

監査意見の根拠 

私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に

おける私たちの責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。私たちは、我が国に

おける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任

を果たしている。私たちは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

その他の記載内容 

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開

示することにある。また、監査役の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役

の職務の執行を監視することにある。 

私たちの計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、私たちはその他の記

載内容に対して意見を表明するものではない。 

計算書類等の監査における私たちの責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

載内容と計算書類等又は私たちが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま

た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 

私たちは、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を

報告することが求められている。 

その他の記載内容に関して、私たちが報告すべき事項はない。 

 

計算書類等に対する経営者並びに監査役の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成

し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正

に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であ
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るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す

る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 

 

計算書類等の監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な

虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対す

る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する

と、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した

監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と

なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、

リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検

討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの

合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証

拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書にお

いて計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適

切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、

監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として

存続できなくなる可能性がある。 

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等

が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 

監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重

要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 

 

利害関係 

会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

以  上  

16



監 査 報 告 書 
 

 私は、令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの第１６期事業年度の取締役の職務の執行を監

査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。 

 

１．監査の方法及びその内容 

私は、取締役及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、

以下の方法で監査を実施しました。 

① 取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について

報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査い

たしました。 

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第 100 条

第 1 項及び第 3 項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備さ

れている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況に

ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。 

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと

もに、会計監査人からその職務の執行状況について四半期ごとに報告を受け、必要に応じて説明を

求め、監査活動の適切性及び妥当性を評価いたしました。 

 

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告、計算書類及びその附属明細書について検討いた

しました。 

 

２．監査の結果 

(１) 事業報告等の監査結果 

① 事業報告は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。 

② 取締役の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ

ません。 

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ

ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認め

られません。引き続き整備と充実に取り組むことが、重要であると考えます。 

(２) 計算書類及び附属明細書の監査結果 

   会計監査人、賀数紀之氏及び仲程優氏の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

 

    令和６年５月２７日 

石垣空港ターミナル株式会社 

                        

                        常勤監査役  安 里 高 志    

 

                                           以 上 
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